
議 案 第 ８ 号

亀 山 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す

る 。

         令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号

亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

亀山市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年亀山市条例第１４９号）の一部を次

のように改正する。

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を削る。

改正後 改正前

第３条 ［略］

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、

担保に供し、又は差し押さえることは

できない。

第３条 ［略］

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、

担保に供し、又は差し押さえることは

できない。ただし、傷病補償年金又は

年金である障害補償若しくは遺族補償

を受ける権利を株式会社日本政策金融

公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保

に供する場合は、この限りでない。

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償

若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により

担保に供することができる。


